
「西平山土地区画整理事業 新５か年計画説明会」議事概要 

 

＜第１回目＞ 

〇開催概要 

【日  時】 令和元年 11 月 22 日（金） 19 時～20 時 

【会  場】 日野市立滝合小学校 体育館 

【出席者数】 ２８人 

 

〇質疑概要 

Ｑ：３・３・２号線仮道と３・４・24 号線は、新５か年計画で通行できるようになるのか。 

Ａ：平山通りから３・３・２号線と３・４・24 号線の交差部まで、仮道を通す予定である。 

Ｑ：３・３・２号線仮道と３・４・24 号線が、令和４年度に完成するのか。旭が丘から西

平山への通行は、３・３・２号線仮道の完成後に通行可能となるのか。 

Ａ：３・３・２号線仮道の完成後に、３・４・24 号線が通行可能となる。 

Ｑ：１号公園内の残土置き場について、情報を公開しているのか。事前情報なしに、突然土

が置かれていていた。状況について、現地への表示やホームページ等での公開を行う

ことは可能か。 

Ａ：区画整理たより、説明会、ホームページ等での情報発信を検討する。 

 

 

 

＜第２回目＞ 

〇開催概要 

【日  時】 令和元年 11 月 24 日（日） 10 時 30 分～12 時 

【会  場】 日野市立滝合小学校 体育館 

【出席者数】 ４９人 

 

〇質疑概要 

Ｑ：資料は、カラーの方が見やすい。ホームページに掲載するのか。 

Ａ：ホームページに掲載予定である。  

Ｑ：事業終了は、いつになるのか。  

Ａ：期間延伸により、概ね 20 年の期間を要する。令和８年度に、施行期間の見直しをする。 

Ｑ：今年度施工の７・５・１号線は、歩道が右しかなく、途中でなくなる。改善してほしい。 

Ａ：施工途中であり、仮の状況である。今後、整備する。  

Ｑ：利便性や安全性に寄与するとは、具体的にはどういうことか。  

Ａ：主に３・３・２号線の用地確保、仮道整備である。仮道は、総幅員 10 メートルを設置

する。歩道 幅 3.0 メートル、車道 幅 3.5 メートル、車道 幅 3.5 メートルで構

成予定である。 

Ｑ：豊田駅南口から西平山方面への道路 (３・４・15 号線)が整備されたが、歩道に水溜ま

りがいくつもある。雨天時に確認してほしい。 

Ａ：雨天時に確認する。 

Ｑ：事業終了まで 20 年ほどかかるということだが、20 年後に清算金がどのくらいなるの

か。その時点では高齢になり、不安だ。清算金の金額の確定はできなくても、おおよそ

は教えてもらえるのか。個別相談は可能か。 

 



 

 

Ａ：従前の土地評価と区画整理完了後の土地評価の差分が清算金となるため、現時点で金

額についてはいえない。ただし、過去に施行した地区は、全て完了しており、それほど

の負担にはならないと思われる。個別相談は、完了した地区の事例により、参考として

お話することは可能だが、西平山地区にあてはまるものではない。 

Ｑ：以前、公社に清算金のことを聞いたが教えてくれなかった。市なら教えてくれるのか。  

Ａ：市に、相談願いたい。 

Ｑ：自分の移転は、いつで、どこになるのか。また費用はいくらか。 

Ａ：個別に回答する。 

Ｑ：３・４・24 号線の完成は、いつになるのか。西豊田駅の計画は、どうなっているのか。 

Ａ：計画では、令和４年度完成予定である。西豊田駅の誘致は、断念した。別途、都市計画

課が来月に場を設ける予定である。 

Ｑ：滝合小前の道路が整備された。３・４・24 号線が開通すると、交通量が増えると思う。

現在、制限速度が時速 40 キロメートルだが、安全のため、もっと抑えるべきだ。 

Ａ：警察と協議する。 

 

 

以 上 

 


